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木材製品需要拡大技術導入事業補助金交付要綱 

                                            ２８森第１７６６号 

                                             平成２８年１０月 ７日 

                                  一部改正 ３ 森 第  ７ ９  号  

                                               令和 ３年 ４月 ８日  

 

（趣旨） 

第１条 県は、本県の豊富な森林資源を循環利用し、森林環境の適正な保全と持

続可能な社会づくりを進めるため、県産材の需要拡大に取り組む者に対し、新

用途・新技術の開発や、販路拡大に係る取組、普及啓発活動に要する経費につ

いて、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和 45年福島県規則第 107号。

以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で

補助金を交付する。 

 

（補助の対象及び補助額等） 

第２条 補助金は、次に定める各号をすべて満たし、別表に掲げる事業を行う者

（以下「補助事業者」という。）に対し交付するものとし、その額は、同表に

定める補助率により算出した額の範囲内において知事が定める額とする。 

  なお、補助対象経費は別紙１による。 

  （１）県内に主たる営業所又は工場等の事業所を有する者であること。 

  （２）法人又は法人格を有する団体、その他これに準ずる団体であること。 

（３）県内の森林から生産された木材（以下「県産材」という。）を活用する

取組又は活用に向けた取組を行う者であること。 

  （４）別に定める審査委員会による選定を受けた取組を行う者であること。 

 

（申請書の様式等） 

第３条 規則第４条第１項の申請書は、木材製品需要拡大技術導入事業補助金

交付申請書（第１号様式）によるものとし、その提出期限は、知事が別に定め

る日とする。 

２ 規則第４条第２項第２号に規定する別に定める書類は、第１号様式の添付

書類の項に定めるとおりとする。 

３ 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、各１部とする。 

 

（補助金交付の条件） 

第４条 規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更は、事業目

的、事業主体及び補助金総額のいずれの変更を伴わないもので、以下のものと

する。 

（１）事業費総額の 20％以下の増減 

（２）経費区分毎の額の 20％以下の増減 
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２ 規則第６条第１項第５号に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。 

（１）補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産について

は、補助事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理すると

ともに、補助金交付の目的に従って使用し、その効率的な運営を図らなけれ

ばならない。 

（２）規則及びこの要綱の定めに従うべきこと。 

 

（変更の承認） 

第５条 規則第６条第１項の規定に基づき知事の承認を受けようとする場合は、

木材製品需要拡大技術導入事業変更（中止・廃止）承認申請書（第２号様式）

を知事に提出しなければならない。 

 

（申請を取り下げることができる期日） 

第６条 規則第８条第１項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を

受理した日から起算して１０日を経過した日とする。 

 

（概算払） 

第７条 知事は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について

概算払の方法により補助金の交付をすることができる。 

２ 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、木材製品需

要拡大技術導入事業補助金概算払請求書（第３号様式）を知事に提出しなけれ

ばならない。 

   

（状況報告） 

第８条 規則第１１条の規定による事業の遂行の報告は、木材製品需要拡大技

術導入事業実施状況報告書（第４号様式）により、１０月末日現在の実施状況

を翌月１５日までに行うものとする。 

 

（実績報告） 

第９条 規則第１３条の規定による実績報告は、木材製品需要拡大技術導入事

業実績報告書（第５号様式）により、事業完了の日（事業廃止について知事の

承認を受けた場合においては、承認を受けた日）から起算して３０日を経過し

た日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の３月３１日のいずれ

か早い日までに行なわなければならない。 

 

（補助金の交付の請求） 

第１０条 補助金交付の決定通知を受けた補助事業者は、補助事業が完了した

ときは、木材製品需要拡大技術導入事業補助金交付請求書（第６号様式）を速

やかに知事に提出しなければならない。 
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（財産の処分の制限） 

第１１条 補助事業者は、補助事業により取得した財産について、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）で定められている

耐用年数に相当する期間（ただし、大蔵省令で定めのない財産については、農

林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和 31年４月 30日農林省令第 18号）第

５条による）で知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。 

 

（会計帳簿等の整備等） 

第１２条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した

会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する会計年度の翌年

度から起算して５年間保存しなければならない。 

 

（書類の経由） 

第１３条 補助事業者が規則及びこの要綱の定めるところにより知事に提出す

る書類は、所轄の福島県農林事務所長を経由して提出しなければならない。 

 

（権限の委任） 

第１４条 規則及びこの要綱に基づく知事の権限に関するものは、福島県財務

規則（昭和 39年福島県規則第 17号）第４条第３項の規定に基づき、所轄の福

島県農林事務所長に委任する。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の減額申請等） 

第１５条 補助事業者は、規則第４条の規定に基づく補助金の交付申請にあた

り、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額（補助対象経費に含

まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108

号）及び地方税法（昭和 25年法律第 226号）の規定により仕入に係る消費税

及び地方消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をい

う。以下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時に

おいて当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについて

は、この限りではない。 

２ 前項ただし書きにより補助の申請をした補助事業者は、規則第１３条の規

定に基づく実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税及び地方消費税仕

入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額を

減額して報告しなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１６条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によ

り補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、速
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やかに消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書（第７号様式）を知事に

提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除

税額の全額又は一部の返還を命じることができる。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年１０月７日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年３月２４日から施行し、令和３年度事業から適用する。 

 

   附 属 

この要綱は、令和３年４月８日から施行し、令和３年度事業から適用する。 
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別表（第２条関係） 

事業区分 補助率 

（１）県産材の需要拡大のための新たな製品・技術等の

開発 

（２）県産材の需要拡大のための木材製品等の販路拡大 

（３）その他知事が必要と認めるもの 

定額（10／10以内） 
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別紙１（第２条関係） 

（１）県産材の需要拡大のための新たな製品・技術等の開発 

  ア 新用途・新技術に係る設計 

  イ 新用途・新技術の実証に必要な部材等の試験 

   ウ 実証データの分析 

  エ 試験体の作成 

  オ 試験体の性能等の調査に係る試験 

  カ 木質部材・工法等の高品質化・生産性向上等に向けた調査・試験 

  キ 木質部材・工法等の設計基準・設計手法・施工マニュアルの作成 

  ク 県産材を利用した新製品開発・試験研究 

  ケ 上記ア～クのほか、（１）の事業実施に関して知事が必要と認めるもの 

（２）県産材の需要拡大のための木材製品等の販路拡大 

  ア 製品等ＰＲに係る見本市や商談会等のイベント出展 

イ 製品等ＰＲに係る現地見学会・講習会の開催 

ウ 製品等ＰＲに係る各種媒体を活用した広報活動 

エ 国内外における個別商談及び市場調査 

オ 販売促進や商談に係る試作品製作 

カ 製品等の輸出に係る環境整備（証明書取得、検疫官の招へい等） 

キ 上記ア～カのほか、（２）の事業実施に関して知事が必要と認めるもの   

（３）その他知事が必要と認めるもの 

  上記（１）、（２）のほか、木材製品の需要拡大に関して知事が必要と認める

もの。 

（４）対象となる支出経費は以下のとおり。 

区分 内容 

技術者給 新たな製品開発や技術開発等に携わる者（主任技師、技師

等）、マーケティング等販路拡大に係る技術、知識を有する者、

又は試作品やサンプル製作※を行う者等に対する当該事業に

係る実働に応じた対価とする。 

ただし、社会保険料の事業主負担分を含み、退職給与及び退

職給与引当金は含まないものとする。 

なお、詳細は別添「補助事業等の実施に要する人件費の算定

等の適正化について」によるものとする。 
※試作品やサンプル等は販売促進資材の製作を対象とし、販売する商品

の製作に要する経費は対象外。 

 

賃金 アルバイト及び技能者等、本事業の補助的業務（資料の収

集、整理等）のために一時的に雇用した者に支払う賃金とす

る。 

ただし、賃金支弁者に係る社会保険料の事業主負担分を含

むものとする。 
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謝金 事業の推進を図るために開催する会議や研修等に出席する

委員及び指導者等への謝金とする。 

旅費 技術者、アルバイト、技能者及び会議等に出席する委員並び

に指導者等の旅費とする。 

また、補助事業者自身が行う資料収集や性能試験、見本市へ

の出席等、技術開発及び販路拡大に係る取組に要する交通費、

宿泊費、旅行雑費（空港使用料、空港施設使用料、国際通行税、

ビザ、パスポート取得、保険料等）等とする。 

需用費 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、資材購入費、修

繕料等とする。 

役務費 通信運搬費※、実証に必要な認証申請等の手数料、原稿料、

通訳翻訳料、普及宣伝に係る広告料、保険料等とする。 
※海外販路拡大における運搬経費は、販売促進資材等の運搬を対象と

し、販売する商品の運搬経費は対象外。 

委託料 技術開発や販路拡大に係る資料作成や調査、試験等、本事業

の一部分を他の民間団体・企業等の第三者に委託するための

経費とする。 

使用料及び 

賃借料 

器具機械、車両、高速道路使用料、会場等の借上げに必要な

経費とする。 

施設整備費 性能試験及び実証展示等に係る設計費、施工費用、部材・部

品費用、その運搬等に要する経費とする。 
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第１号様式 

番     号  

年  月  日  

 

 福 島 県 知 事  

 

所 在 地                

補助事業者 名   称                 

代表者氏名                   

 

木材製品需要拡大技術導入事業補助金交付申請書 

 令和 年度において、下記のとおり木材製品需要拡大技術導入事業を実施し

たいので、福島県補助金等の交付等に関する規則第４条第１項の規定により、補

助金      円を交付してくださるよう申請します。 

記 

１ 事業の目的 

  （別表の事業区分による事業毎に記入すること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の内容及び経費の配分 

（１）総括表 

事 業 区 分 事 業 費 
負  担  区  分 

備 考 
県補助金 自己負担金 そ の 他 

 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 
 

 

 ※「事業区分」の欄は、別表に基づき記入すること。 

 

（２）事業計画 

   別紙のとおり  ※別に定める事業計画書を添付すること。 

 

３ 事業着手及び完了予定年月日 

        着手予定 令和  年  月  日 

        完了予定 令和  年  月    日 
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４  収支予算 

（１）収入の部 

区 分 予算額 備 考 

県補助金 円  

自己負担金 円  

そ の 他 円  

計 円  

 

（２）支出の部 

事業区分 経費区分 予算額 経費積算の基礎 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計    

 ※経費区分は、別紙１の１（４）に基づき記入すること。 

 

５ 添付書類 

（１）法人の場合は登記事項証明書又は登記簿謄本の写し、団体の場合は定款又

は規約等の写し 

（２）その他別に定めるもの 

 

６ 本件責任者及び担当者 

  責任者氏名 

  担当者氏名 

  連絡先 
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第２号様式 

番     号  

年  月  日  

 

 福 島 県 知 事   

 

所 在 地                

補助事業者 名   称                 

代表者氏名                   

 

木材製品需要拡大技術導入事業変更（中止・廃止）承認申請書 

 下記により、令和 年度木材製品需要拡大技術導入事業を変更（中止・廃止）

したいので、福島県補助金等の交付等に関する規則第６条第１項の規定により、

承認してくださるよう申請します。 

記 

１ 補助金の交付決定年月日及び番号                            

令和  年  月  日付け福島県指令  第    号 

 

２ 変更（中止・廃止）の理由 

 

 

３ 変更（中止・廃止）の内容 

   別紙のとおり 

 

 

 （注１）「補助金の交付決定年月日及び番号」は、変更交付決定があった場合

はすべての交付決定の年月日及び番号を記載すること。 

 （注２）「変更（中止・廃止）の内容」の別紙は、第１号様式に準じて作成す

ることとし、変更前と変更後の内容を対比できるように記載すること。 
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第３号様式 

番     号  

年  月  日  

 

 福 島 県 知 事   

 

所 在 地             

  補助事業者 名   称              

代表者氏名                

 

木材製品需要拡大技術導入事業補助金概算払請求書 

 令和  年  月  日付け福島県指令  第    号で交付決定のあっ

た木材製品需要拡大技術導入事業補助金について、下記のとおり概算払により

交付してくださるよう請求します。  

記 

事 業 費                                 円 

交付決定額（Ａ）                                 円 

既 受 領 額（Ｂ）                                 円 

今回請求額 

  金額（Ｃ）                                 円 

 月  日までの 
 予定出来高 

％ 

残額（Ａ－Ｂ－Ｃ）                                 円 

完了予定年月日  

（注）「補助金の交付決定年月日及び番号」は、変更交付決定があっても 

当初の交付決定の年月日及び番号を記載すること。 
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第４号様式 

番     号  

年  月  日  

 

   福 島 県 知 事 

 

                      所 在 地 

               補助事業者等 名   称 

                      代表者氏名          

                    

木材製品需要拡大技術導入事業実施状況報告書 

  令和 年度木材製品需要拡大技術導入事業の遂行状況について、木材製品需

要拡大技術導入事業補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり報告し

ます。 

記 

  １ 補助金の交付決定年月日及び番号 

令和  年  月  日付け福島県指令  第    号 

 

  ２ 事業遂行状況 

    別紙のとおり ※別に定める遂行状況報告書を添付すること。 
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 第５号様式 

番     号  

年  月  日  

 

 福 島 県 知 事   

 

所 在 地                

補助事業者 名   称                 

代表者氏名                   

 

木材製品需要拡大技術導入事業実績報告書 

 令和 年度において、下記のとおり木材製品需要拡大技術導入事業を実施し

たので、福島県補助金等の交付等に関する規則第１３条第１項の規定により実

績を報告します。 

記 

１ 事業の実施概要 

   

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の内容及び経費の配分 

（１）総括表 

事 業 区 分 事 業 費 
負  担  区  分 

備 考 
県補助金 自己負担金 そ の 他 

 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 
 

 

 ※「事業区分」の欄は、別表に基づき記入すること。 

 

（２)事業実績 

     別紙のとおり ※別に定める事業実績書を添付すること。 

 

３ 事業着手及び完了年月日 

        着手 令和  年  月  日 

        完了 令和  年  月    日 

 

 



- 14 - 

 

４  収支精算 

（１）収入の部 

区 分 精算額 備 考 

県補助金 円  

自己負担金 円  

そ の 他 円  

計 円  

 

（２）支出の部 

事業区分 経費区分 予算額 経費積算の基礎 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計    

 ※経費区分は、別紙１の１（４）に基づき記入すること。 

 

５ 添付資料 

（１）取組の実施状況写真 

（２）その他別に定めるもの 
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第６号様式 

番     号  

年  月  日  

 

 福 島 県 知 事   

 

所 在 地                

補助事業者 名   称                 

  代表者氏名                   

 

木材製品需要拡大技術導入事業補助金交付請求書 

 令和  年  月  日付け福島県指令  第  号で交付決定のあった木

材製品需要拡大技術導入事業補助金について、下記により交付してくださるよ

う請求します。  

記 

 事 業 費                                 円 

 交付決定額（Ａ）                                 円 

 既 受 領 額（Ｂ）                                 円 

 今回請求額（Ｃ）                                 円 

 残   額（Ａ－Ｂ－Ｃ）                                 円 
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第７号様式 

番     号  

年  月  日  

 

 福 島 県 知 事   

 

 

所 在 地                

補助事業者 名   称                 

 代表者氏名                   

 

木材製品需要拡大技術導入事業に係る消費税及び地方消費税の 

額の確定に伴う報告書 

 令和  年  月  日付け福島県指令  第    号で交付決定のあっ

た木材製品需要拡大技術導入事業補助金について、下記のとおり報告します。 

記 

１   補助金交付額（確定額）                金       

円 

   （  年 月 日付け  第  号による通知額） 

 

２  補助金の確定時における消費税仕入控除税額（Ａ）    金            円 

 

３  消費税額の確定に伴う補助金に係る 

消費税仕入控除税額（Ｂ）                           金            円 

 

４  補助金返還額（Ｂ－Ａ）                              金            円 

 

 （注）控除税額の積算の内訳等、参考となる資料を添付すること。 

 


